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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 900,000株

普通株式は全て譲渡制限株式です。

当該株式を当社株主以外の者に譲渡する場合、当社取

締役会の承認を要します。

なお、当社は単元株制度を採用していません。
 

(注) １　2025年３月28日(金)開催の定時株主総会決議及び2025年11月26日(水)開催の取締役会決議により行うもので

あります。

２　本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)により行われるもの

であり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は

買付けの申込みの勧誘となります。

 
２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 900,000株 3,645,000,000 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 900,000株 3,645,000,000 ―
 

(注) １　第三者割当の方法によります。

２　発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
(円)

払込期日

4,050 ― １株
2025年12月12日～
2025年12月19日

― 2025年12月19日
 

(注) １　第三者割当の方法に行うものとし、一般募集は行いません。

２　発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３　申し込みの方法は、割当予定先との間で本有価証券届出書の効力発生後、総数引受契約を締結し、払込期日

に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

４　払込期日までに、後述の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本自己株式処分に係る第三

者割当は行われないこととなります。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社竹中工務店　総務室 大阪市中央区本町四丁目１番13号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　大阪中央支店 大阪市中央区伏見町三丁目５番６号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

3,645,000,000 200,000 3,644,800,000
 

(注) １　新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。

２　発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書の書類作成費用等であり、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額3,644,800,000円は、2025年12月19日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する予定です。

なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係

 

割当予定先の概要  

名称 竹中工務店持株会

所在地 大阪市中央区本町四丁目１番13号

出資額 44,318,915,100円

組成目的
竹中工務店持株会会員に当社の株式を保有することを奨励し、その取得

を容易ならしめ、もって会員の財産形成に資することを目的とする。

主たる出資者及びその出資比率 当社従業員 100％

業務執行組合員又はこれに類する者 氏名 理事長　松田　真二郎

 住所 大阪市中央区本町四丁目１番13号

 職業の内容 当社従業員

提出者と割当予定先との間の関係  

出資関係
割当予定先に対する出資はありません。

割当予定先は、当社株式を10,942,942株保有しております。

人事関係
当社従業員19名が割当予定先の理事及び監事(理事長１名、副理事長１名

を含む)を兼任しております。

資金関係
該当事項はありません。ただし、当社は割当予定先の会員に奨励金を付

与しています。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係
会員の退職等により持分が返還された株式を再配分するまでの間、当社

が退会者からの持分買取り代金を一時的に貸し付けております。
 

(注) １　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年６月30日現在のものであります。

２　竹中工務店持株会は、当社の従業員持株会であります。

 

(2) 割当予定先の選定理由

当社従業員の財産形成に資することを目的とした安定的な当社株式取得の実現を図るため、竹中工務店持株会を

本自己株式処分の割当予定先として選定したものです。

 

(3) 割り当てようとする株式の数

当社普通株式　900,000株

 

(4) 株券等の保有方針

割当予定先からは、長期的に継続して当社株式を保有する意向であることを確認しております。

 

(5) 払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先より、当社従業員である会員の拠出によって払込みを行う予定である旨を確認しており、本

自己株式処分の払込みについて特段問題がないものと判断しております。
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(6) 割当予定先の実態

割当予定先が保有する当社株式に係る議決権は、理事長がこれを行使します。

また割当予定先は当社従業員を会員とする従業員持株会であり、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯

罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいま

す。)に該当せず、かつ特定団体等とは一切関係がないものと判断しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

定款の定めにより、本自己株式処分により割り当てられる当社株式の当社株主以外の者への譲渡については、当社

取締役会の承認を要します。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は非上場であり、参考とすべき市場価格がありません。本自己株式処分の割当予定先は支配株主には該当せ

ず、当社従業員に対する福利厚生の一環として、当社株式の保有を奨励し、会員の財産形成に資することを目的と

しております。よって、竹中工務店持株会会員への株式持分の配分や退会者への持分返還において、従来より安定

的に適用されている１株当たり4,050円を処分価額としました。

このことから、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、竹中工務店持株会への処分価額

として合理的なものと判断しております。

なお、上記処分価額につきましては、取締役会で討議、検討を行い、出席取締役全員の賛成により決議いたして

おります。

また、取締役会に出席した監査役４名全員(うち社外監査役２名)は、当該処分価額について、上記理由により、

処分予定先に特に有利な価格には該当せず、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。

 

(2) 発行量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

発行量につきましては、本自己株式処分による発行数の発行済株式総数100,000,000株に占める割合が0.90％(小

数点以下第３位を四捨五入、2025年６月30日現在の総議決権個数92,666,732個に対する割合0.97％)であり、株式の

希薄化の程度は軽微であると判断しております。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
(％)

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の
総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
(％)

株式会社ＴＡＫプロパティ
東京都江東区新砂１丁目
３番３号

41,860 45.17 41,860 44.74

株式会社アサヒプロパティズ
大阪市北区中之島六丁目
２番40号

22,411 24.19 22,411 23.95

竹中工務店持株会
大阪市中央区本町四丁目
１番13号

10,942 11.81 11,842 12.66

公益財団法人竹中育英会
大阪市北区中崎西二丁目
４番12号

4,200 4.53 4,200 4.49

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内
一丁目４番５号

3,064 3.31 3,064 3.27

公益財団法人ギャラリーエーク
ワッド

東京都江東区新砂一丁目
１番１号

2,500 2.70 2,500 2.67

第一生命保険株式会社
東京都千代田区有楽町
一丁目13番１号

1,759 1.90 1,759 1.88

公益財団法人竹中大工道具館
神戸市中央区熊内町
七丁目５番１号

1,100 1.19 1,100 1.18

東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区大手町二
丁目６番４号

899 0.97 899 0.96

竹中統一 兵庫県芦屋市 800 0.86 800 0.86

計 － 89,538 96.62 90,438 96.66
 

(注) １　2025年６月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

２　所有株式数は、千株未満を切り捨て表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割

合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第３位を四捨五入して記載し

ております。

３　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2025年６月30

日現在の総議決権数(92,666,732個)に本自己株式処分により増加する上限議決権数(900,000個)を加えた数

(93,566,732個)で除した数値です。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１　事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第87期)及び半期報告書(第88期中)(以下「有価証券報告書等」

という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日

(2025年11月26日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日

(2025年11月26日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（2025年11月26日）まで

の間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。

 
（2025年６月20日提出の臨時報告書）

１　提出理由

2025年３月28日の取締役会において、シンガポールに当社100％出資子会社を設立することを決議したため、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づ

き、臨時報告書を提出する。

 
２　報告内容

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容

① 名称 TAK CAPITAL ASIA PTE.LTD.

② 住所 シンガポール

③ 代表者の氏名 前澤　洋介

 森田　章裕

 大東　哲太郎

④ 出資の額 50,000千SGドル

⑤ 事業の内容 グループ子会社に対する貸付などファイナンス事業等
 

 
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 － 千SGドル  

異動後 50,000 千SGドル  
 

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前 － ％  

異動後 100 ％  
 

（注）「当社の所有に係る特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出

資比率をそれぞれ記載している。

 
(3) 当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当該子会社の出資の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなるた

め。

② 異動の年月日

2025年５月29日
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（2025年10月21日提出の臨時報告書）

１　提出理由

2025年９月９日の取締役会において、米国子会社の資本再編を行うことを決議した。これに伴い特定子会社の

異動があったため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

３号の規定に基づき、臨時報告書を提出する。

 
２　報告内容

１．当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容

(1) TAK-D2,LLC

① 名称 TAK-D2,LLC

② 住所 70 East 55th Street, 3rd Floor, New York, NY 10022, U.S.A.

③ 代表者の氏名 中込　修

 仲　悠太

④ 出資の額 77,798千USドル

⑤ 事業の内容 米国における不動産事業
 

 
(2) TAK U.S.A. Holdings,Inc.

① 名称 TAK U.S.A. Holdings,Inc.

② 住所 70 East 55th Street, 3rd Floor, New York, NY 10022, U.S.A.

③ 代表者の氏名 前澤　洋介

 石﨑　亮司

 橘　明宏

 森田　章裕

 竹田　陽介

④ 出資の額 979,390千USドル

⑤ 事業の内容 持株会社
 

 
２．当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

(1) TAK-D2,LLC

① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 － 千USドル  

異動後 77,798 千USドル （うち、間接所有77,798千USドル）
 

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前 － ％  

異動後 100 ％ （うち、間接所有100％）
 

 
(2) TAK U.S.A. Holdings,Inc.

① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前 － 千USドル  

異動後 979,390 千USドル  
 

② 総株主等の議決権に対する割合

異動前 － ％  

異動後 100 ％  
 

（注）「当社の所有に係る特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は

出資比率をそれぞれ記載している。
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３．当該異動の理由及びその年月日

(1) 異動の理由

新規設立した当該子会社の出資の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、特定子会社に該当

することとなった。
 

(2) 異動の年月日

 TAK-D2,LLC 2025年９月22日
 

 TAK U.S.A. Holdings,Inc. 2025年９月22日
 

 
第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書

 
事業年度

(第87期)

自2024年１月１日

至2024年12月31日

2025年３月28日

近畿財務局長に提出

半期報告書

 
事業年度

(第88期中)

自2025年１月１日

至2025年６月30日

2025年８月29日

近畿財務局長に提出
 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)Ａ

４－１に基づき本届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年３月28日

株式会社　竹　中　工　務　店

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　　大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　 田　 大　 輔  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　 嶋　　　　歩  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　 池　 亮　 介  

 

 
＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社竹中工務店の2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社竹中工務店及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項）４.（5）重要な収益及び費用の計上基準」に

記載のとおり、株式会社竹中工務店及び連結子会社は、

建設事業の工事契約について、期間がごく短い工事を除

き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり

収益を認識する方法を適用しており、履行義務の充足に

係る進捗度の測定は、各決算日までに発生した工事原価

が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて

行っている。

「注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載のとお

り、当連結会計年度に一定の期間にわたり認識された完

成工事高は1,331,446百万円であり、当該金額は連結完

成工事高の92％を占めている。また、そのうち

1,083,104百万円を株式会社竹中工務店が占めている。

また、当連結会計年度の工事損失引当金は40,511百万円

であり、そのうち39,138百万円を株式会社竹中工務店が

占めている。

一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用に当

たっては、工事原価総額を基礎として決算日までの既発

生原価に応じた履行義務の充足に係る進捗度に工事収益

総額を乗じて完成工事高を算定しており、工事収益総

額、工事原価総額及び既発生原価が重要な計算要素にな

る。とりわけ、契約を基礎とする工事収益総額や、実績

として集計される既発生原価とは異なり、未発生の工事

原価を含む工事原価総額は合理的な見積りが必要とな

る。

工事契約は、案件ごとに施工条件が異なっており、多

岐にわたる原価要素から構成されている。また、工事契

約期間は長期に及ぶことから、建築主との追加指図の交

渉、施工進捗、工事監理者による査定、協力会社との折

衝などにより状況の変化を伴う。一定の期間にわたり収

益を認識する方法の適用に当たり、工事契約期間を通じ

て工事原価総額を適切に見積もるとともにこのような状

況変化を適時に反映する必要があるが、当該見積りには

高い不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり認識さ

れる完成工事高に関する工事原価総額の見積りの合理性

が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重

要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断し

た。 

　当監査法人は、一定の期間にわたり認識される完成工
事高に関する工事原価総額の見積りの合理性を評価する
ため、主に以下の監査手続を実施した。
 
(1) 内部統制の評価
　工事原価総額の策定プロセスに関連する内部統制の整
備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たって
は、特に以下の統制に焦点を当てた。
 
・工事原価総額が専門知識を有する作業所長により作成
され、工務部等の必要な承認により信頼性を確保する
ための統制
 
・工事着手後の状況の変化を、適時かつ適切に工事原価
総額の見積りに反映するための統制
 
(2) 工事原価総額の見積りの合理性の評価
　工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、予想
損益率が大幅に変動している工事、履行義務の充足に係
る進捗度が監査人による推定値から大幅に乖離している
工事、多額の損失が見込まれる工事など、状況変化が適
時かつ適切に工事原価総額の見積りに反映されていない
可能性が相対的に高いことを示唆する工事を特定し、主
に以下の手続を実施した。
 
・工事責任者に対して工事の状況について質問を行い、
その上で工事原価総額と積算資料等を照合した。ま
た、積算資料等の内訳のうち、今後変動する可能性の
ある未発注の原価要素や原価低減が加味されている原
価要素などについては、その要因を工事責任者に質問
し、根拠となる関連資料と照合した。
 
・工事原価総額の見積額とその後の確定額との間で差異
が生じたものについては、その要因を工事責任者に質
問し、その根拠となる関連資料と照合することによ
り、見積りの精度を評価した。
 
・特定の工事については、現場視察により、工事現場の
施工状況が工事原価総額の見積り及び履行義務の充足
に係る進捗度と整合しているかどうかを検討した。

 

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
 
連結財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
 
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
 
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
 
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 
・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
 
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
 
＜報酬関連情報＞
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬
及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の
状況】に記載されている。
 
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 
 

※１　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年３月28日

株式会社　竹　中　工　務　店

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　 田　 大　 輔  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　 嶋　　　　歩  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　 池　 亮　 介  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社竹中工務店の2024年１月１日から2024年12月31日までの第87期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社竹中工務店の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
 
（一定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額の見積りの合理性）
　個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「一定の期間にわたり認識される完成工事高に関
する工事原価総額の見積りの合理性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「一
定の期間にわたり認識される完成工事高に関する工事原価総額の見積りの合理性」と実質的に同一の内容である。こ
のため、個別財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

 
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

 
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

※１　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2025年８月26日

株式会社　竹　中　工　務　店

　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　　大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　成　本　弘　治　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　藤　本　裕　人　

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　中　嶋　　　歩　

 

 
中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社竹中工務店の2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年１月１

日から2025年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

 
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社竹中工務店及び連結子会社の2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（2025年１月１日から2025年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に

従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要

性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査

の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の

一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の

表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間

連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、中間連結財務諸表の中間監査を計画し実施する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関す

る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2025年８月26日

株式会社　竹　中　工　務　店

　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　　大阪事務所
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　成　本　弘　治　

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　藤　本　裕　人　

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　　中　嶋　　　歩　

 

 

中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社竹中工務店の2025年１月１日から2025年12月31日までの第88期事業年度の中間会計期間（2025年１月１日

から2025年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計

算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社竹中工務店の2025年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年１月１日

から2025年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部

が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
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析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関

連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注

記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した

監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基

礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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